
門真市上下水道事業告示第52号 

 

 

 

     門真市水道事業指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

 

 水道法（昭和32年法律第177号）第16条の２第１項の規定により、門真市水道

事業指定給水装置工事事業者を次のように指定したので、門真市水道事業指定

給水装置工事事業者規程（平成10年門真市水道局規程第３号）第10条第１号の規

定に基づき告示する。 

 

 

 

  令和8年5月29日 

 

 

 

  門真市長 宮本 一孝   

 

 

 

記 

 

 

 

指定番号 指定給水装置工事事業者 代表者名 所在地 

644  ＳＲＳ株式会社 佐近 麗 貝塚市鳥羽139番地３ 

 


